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慶應法学第８号（2007：10）

気候変動問題の構成と国際共同行動の展開（3・完）
― 気候変動レジーム・国連環境計画・欧州連合 ―

臼　井　陽一郎

慶應EU研究会
論説
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６．EUの共同行動

　EUの対気候変動戦略は、国連システムと地域統合組織のある種均衡した関

係を示している。一方でEUは域内で独自の制度を構築し、あたかも自己充足

的であるかのようにガバナンスを形成する。しかし他方で、そのガバナンスの

根本となる政治目標や基本の政策枠組みは、UNFCCCと京都議定書に枠づけ

られていて、ガバナンスのまさに核の部分は、国連システムに埋め込まれてい

るかのようである。EU法秩序の自律性は、手続的側面に限定される。政策枠

組みを構築する個々の派生立法やその不履行のモニタリングおよび不遵守手続

きについては、外から閉じた独自の制度複合体を持ち合わせているが、そうし

た制度複合体を稼働させる政治目標や政策枠組みは、国連システムの生み出し

たUNFCCCおよび京都議定書に忠実なまでにしたがっている。京都数値義務

の達成と京都メカニズムの導入は、EU気候変動戦略の骨格なのである。

　国連システムが構成するガバナンスに整合的な戦略を域内で構築するEUの

行動は、EU自身の対域外行動の帰結でもある。温暖化による気候変動の問題

を重要視して、数値義務の定立を強く訴え、アメリカの京都からの離脱に対抗

勢力となったEUは、UNEPとの間に環境規範の言説連合を組んでいるかのよ

うである。UNEPがやわらかい法を通じて展開してきた先進的な環境原則、た

とえば予防原則や環境配慮義務原則、汚染者負担原則などは、どれもEU環境

法の中で主権国家を越えて実現している。そのUNEPを国連専門機関に格上げ

し、WTOに対抗しうる国際機構に発展させようとするEUの主張は、EU環境

ガバナンスを国連システムに埋め込ませようとする一貫した戦略と符合する。

すでにふれたように、UNEPの環境基金の64%はEU加盟国からの拠出である。

またUNEPのGC（管理理事会）やGMEF（世界環境閣僚フォーラム）には、EU

　⑵　対気候変動行動の形成
　⑶　国際行動戦略
おわりに　　　　　　　
参考文献・資料　　　　（以上８号）
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加盟国の無視しえぬ存在感があろう。EUが国連システムによるMEA（多国間

環境協定）の策定に協力し、そのCOP（締約国会議）プロセスでEUが一体感を

示していくとき、環境規範に関するUNEPとEUの言説連合に亀裂が入らない

かぎり、EUの域内環境ガバナンスの展開は、国際環境行動の先駆事例ともな

ろう。サイプラスとマルタをのぞく23カ国を附属書Ⅰ国に擁するEUの域内戦

略は、気候変動に対する国際共同行動の成否に直結するのである。EUの気候

変動戦略を等閑に付しては、国際共同行動の展開の重要な側面を見落としてし

まう。

　当然、国連システムと地域統合組織EUのこうした関係は、他の争点領域で

はまったく違った展開を見せるだろう。しかし、気候変動戦略は広範な射程を

もつ。EU域内の共同行動が多国間レジームや国際機構と取り結ぶ関係に迫っ

ていくにあたって、気候変動戦略は無視しえぬひとつの比較事例になるだろ

う。こうした三者の関係こそが、国際共同行動のあり方を構造づけていくので

ある。本章では、まずEU環境ガバナンス一般の特徴を概観した上で、その気

候変動戦略の概略を整理してみたい。

⑴　環境ガバナンス

①　共同体方式

　すでにふれたように、EUは諸条約・諸機関の複合体である。その複雑な制

度構成は、三本柱構造に体現される。第一の柱が欧州共同体（EC）、第二が共

通外交安全保障政策（CFSP）、そして第三が警察刑事司法協力（PJCC）である。

一見して、第一の柱で通貨を含む経済社会政策全般の共同行動を進め、第二の

柱で対域外行動を一本化し、第三の柱で警察力を凝集し、あたかも連邦国家の

プロトタイプが作り上げられているようであるが、もちろん、ことはそう単純

でない。三つの柱それぞれで、法的手段もEU諸機関の権限も異なる。

　第一の柱では、EC法が高度に発展してきた。加盟国の国民に直接権利と義

務を与え、加盟国の法に優位し、加盟国のEC法不履行が国際司法裁判所の場

合とは比較にならないほど容易にかつ日常的に欧州司法裁判所（ECJ）で確認
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され、加盟国間の紛争で相互主義や自助は完全に否定され、しかも場合によっ

ては条約に明示されない分野の立法もECの黙示的権限としてECJに認定され

る可能性がある（臼井2004）。加盟国の立法のかなりの部分は、EC法の国内法

への置換に費やされる。のちにふれるように、英国ではその環境政策の８割方

がECの環境立法に起因するという。もはや、国際社会におけるような外交は

加盟国間に存在しないかのようである。しかし、こうしたあたかも法的には連

邦国家化しているかに見える第一の柱でさえ、政府間協力に依存する部分がま

だまだ残り、欧州議会の関与が制限され加盟国が拒否権をもつ分野が存続して

いる。

　2004年に採択され調印された憲法条約は、三本柱構造を単一の法秩序に一本

化しようとした。それは2005年にフランスとオランダの国民投票で否決され、

2007年にあらたに改革条約と称する条約にその内容が引き継がれていくことに

なったが、その条約のテキストにも、三つの柱の跡が深く刻印されていること

は、法の専門家ならずとも理解できる。第二、第三の柱に位置づけられていた

共同行動に対して、欧州委員会や欧州議会といった超国家的な機関の権限はい

ぜんとして制約され、加盟国の拒否権も確保されている。EUは、諸条約・諸

機関の複合体であるとともに、性質の異なった様々な法的手段や政策措置の、

まさに錯綜関係として存立しているのである。加盟国の立法・司法・行政に食

い込むEUの法や政策は、行動領域ごとに三権それぞれで多様な権限関係とな

って現れる。単純にEUを超国家組織と政府間組織の二分法でとらえることは

できない。EUは両者の錯綜のあり方が分野ごとに異なる複雑な制度複合体な

のである。

　改革条約発効前の現段階では、EU環境法は正確には、EC条約上の条項とそ

れを法的根拠とする派生法の総体である。そこには、規則、指令、決定および

非拘束の勧告、意見といった多様な形態があり、それぞれ適用範囲や宛先人が

異なる。ECが締結する国際環境条約は、決定の形態でいったんEU法秩序に導

入され、規則または指令の形で実行に移される。EU自身に法を施行する行政

資源はなく、これらのEC派生法は加盟国内で実施される。よって加盟国がEC
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派生法を適切に期限通り国内法に置換しているかが、たえず問題になる。

　このように、EC条約という一次法に根拠をもつ派生法の総体として、EU環

境法は第一の柱固有の、いわゆる共同体方式を通じて構築されてきた。共同体

方式とは、端的にいって、欧州委員会が法案を提出し、欧州議会と閣僚理事会

が共同決定をなし、欧州司法裁判所（ECJ）が立法の合法性や違法性の認定を

行うという仕組みである。ただし、欧州議会の関与が制限される亜種が存在す

る。いわゆる協議手続と呼ばれるもので、ECの環境立法にも見られる。

　EC条約は環境立法に二種類の手続きを用意している。EC条約175条１

項の共同決定手続（the codecision procedure）と同条２項の協議手続（the 

consultation procedure）である。前者が環境立法上通常の手続きであり、欧

州委員会の法案が、欧州議会の多数決と閣僚理事会の特定多数決（qualified 

majority voting）で採択される。欧州議会と閣僚理事会の立場が分かれた場合、

調停委員会が開かれるが、そこでも合意にいたらない場合、欧州委員会の法案

は廃案となる。つまり、共同決定手続とは、欧州議会が閣僚理事会とともに拒

否権をもつ仕組みなのである。

　それに対して協議手続の場合、欧州議会に拒否権はない。欧州委員会の法案

に対して閣僚理事会が採決を行う前段階で諮問を受ける権利こそ与えられる

が、その際に出される欧州議会の決議には一切の拘束力はない。こうした協議

手続が適用されるのは、法案が、財政的性質をもち、都市計画に影響を与え、

水資源や土地利用の管理に関わり、エネルギー資源の選択やエネルギー供給の

構造に影響を与えるといった、いずれかの措置を含む場合である（EC条約175

条２項）。こうした領域では、閣僚理事会は全会一致で決定しなければならな

い。気候変動問題への対応には、まさに175条２項の領域に関わる措置が求め

られる。しかし、欧州委員会は175条１項を気候変動対策上の立法措置の根拠

としてきた。加盟国も、これに対して違法性確認訴訟をECJに起こすことはし

ていない。EU気候変動戦略は、共同決定手続と特定多数決によって立案され

てきたのである。

　法案を提出する欧州委員会は、73年まで環境部局をもたなかった。しかし、
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環境立法は欧州統合の最初期から行われてきた。MacCormickは欧州原子力共

同体条約に根拠をもつ59年の放射線に対する一般公衆および労働者の衛生に関

する指令（Dir 59/221/Euratom）をEU環境法の嚆矢とし、またEEC（欧州経済

共同体）が創設されたのちは、67年の危険物質管理指令（Dir 67/548/EEC）を

最初期の環境法としてあげている（MacCormick 2001: 43）。その後、環境立法

はEEC条約上明示的な法的根拠が存在しないにもかかわらず、続けられてい

った。87年の単一欧州議定書により環境立法の根拠があらたに置かれるまで、

EEC条約の前文、第２条の基本目的、第100条の共同市場創設、そして第235

条の権限創出条項などにより、またECJの創造的解釈もあずかって、環境立法

が進められていたのである。

　上述のように73年に欧州委員会は環境部局を設置するが、それは産業政

策を主管する第三総局（DGIII）の一部署にすぎなかった（MacCormick 2001: 

101）。独立の総局として創設されたのは、81年である。第11総局（DGXI）で

ある。99年には欧州委員会総局体制の改組があり、それを機に環境総局（the 

Environment DG）と名称が改められた。この環境DGは加盟国のポスト争いの

対象にならず、たとえば対外通商が英国、域内市場がドイツといった形で指定

席が特定加盟国に用意されることもなかった（Ibid.）。スタッフは98年段階で

で500人であった（Ibid.）。EUという広大な領域に多くの多様な行政制度をも

つ加盟国が存在し、しかも環境というきわめて範囲が広く問題も複雑な政策分

野に、わずか500人である。EUの環境行動がのちにふれるように多次元多層の

参加体制をとらざるをえない組織上の理由がここにある。こうした人的資源の

乏しさとは対照的に、環境総局の組織構成は表15のとおり網羅的である。

②　法の調和化

　第一の柱の共同体方式は、欧州委員会や欧州議会といった超国家機関と、閣

僚理事会という政府間協力機関との、まさに絶妙のバランスの上に成り立つ。

EUの環境ガバナンスは、一方でこうしたバランスの中で構築されてきたEU環

境法に立脚する。いわば、かたい法が土台である。しかし、環境分野の派生法

の数は、尋常ではない。ある数え方では、すでに1000を越えている（Wilkinson 
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表15　欧州委員会環境総局の組織構成

総務（Office of the Director-General）
ENV.1 戦略的計画・評価
ENV.2 内部監査
ENV.3 予算

Directorate A： ガバナンス、コミュニ
ケーション、市民保護

A1. コミュニケーション
A2. 義務不履行
A3. 法務
A4. 連絡調整
A5. 市民保護

Directorate B：自然環境保護
B1. 農業と土壌
B2. 生物多様性
B3. 森林
B4. バイオテクノロジーと農薬

Directorate C：大気と化学物質
C1. 大気と輸送
C2. 気候、オゾン、エネルギー
C4. 産業廃棄物

Directorate D：水資源と環境計画
D1. 環境補助金 LIFE
D2. 水資源と海洋の保全
D3. 結束基金と環境
D4. 公衆衛生と都市

Directorate E：国際問題
E1. 国際関係・ガバナンス・開発
E2. 環境協定と貿易
E3. 拡大と近隣諸国政策

Directorate F：資源
F.1 人的資源
F.2 資金提供
F.3 情報技術

Directorate G： 持続可能な発展と環境
統合

G.1 持続可能な発展と経済分析
G.2 環境と産業
G.3 研究開発
G.4 持続可能な生産・消費

資料：欧州委員会環境総局のWebサイト。
<http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/directory.htm>

et al. 2004: 7; IEEP 2004）。もちろん、その数は修正立法や、勧告、意見、通知

（notice）といった非拘束文書も入れるかどうかで変わってくる。しかし少なく

とも580、多くても850といったところだろう（MacCormick 2001: 17-8; Weale et 

al. 2000: 2）。

　こうした膨大な立法は、加盟国の置換作業とECJの司法審査の双方に多大な

負担をかける。上述のように、ある推計では英国の環境政策の８割方がEUの

環境立法を起源とするという（Wilkinson et al. 2004: 7）。また欧州委員会の報告

書によると、環境を含む全立法分野で、2003年12月31日現在、3927の義務不履

行が確認され、うち司法審査が開始されたのは2708件である（COM（2004）

839: point.1.1）。EU司法制度の処理能力は、すでに限界に近い。いうまでもな
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く、環境立法関連の審査にも余裕はない。共同体方式は、結果的には、こうし

た困難な状況を生み出してきたのである。EUで立法に依存しないやわらかい

環境ガバナンスの構築が目指されていった要因のひとつが、ここにある。

Héritierが指摘しているように、EUの社会政策の場合、非拘束的な目標をEU

として採択するだけで重要な一歩であったのに対して、環境の場合、ハイアラ

ーキー的な状態から任意の規制に転換することが求められたのである

（Héritier 2002）。

③　やわらかいガバナンス

　欧州委員会は、欧州持続可能な発展戦略（SDS）の一環として、環境立法の

改善（better law-making）と簡素化（simplification）を目標に掲げてきた（COM

（2002）275: 3）。既存の立法政策を再吟味するこうした傾向は、非立法アプロ

ーチの本格的な導入をはかった2001年ガバナンス白書（COM（2001）428）の

路線と合致する。その発想は、第６次環境行動計画にも見られる（Decision 

1600/2002/EC）。この計画では、環境保全の目的を達成するために立法以外の

選択肢を考慮する必要が訴えられ、市場活用手段や利害当事者（stakeholders）

との協働が提案されている（Ibid., point.14）。この路線は、すでに第5次環境行

動計画（OJ 1992 C138/7）で開始されていた。欧州委員会は、立法だけに依存

する環境政策では不十分だとし、共有責任原則に立脚した参加体制の確立を

追求してきた。また非立法手段として、市場を活用する方法や汚染者との環

境協定などに、費用対効果の高さを見出していった（ex. Commission Recomm. 

96/733/EC, preamble）。こうしてEU環境ガバナンスは、90年代を通じて、大量

の環境立法を背景としながら、市民参加と非拘束的な手段を導入する方向に向

かっていったのである。

　EUのやわらかい環境ガバナンスのあり方には、すでに多くの研究上の関心

が寄せられてきた。Héritier はEUの環境ガバナンスにおける目標の設定と施

行の方法に着目して、評判と学習（reputation mechanisms and learning）およ

び任意協定（voluntary accords）による二つのパターンを析出する。その上で、

目標数値と期限を設定し、モニタリングの結果を公表する一連の過程が、多次
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元多層の参加によって進められるという形を、EU環境ガバナンスに見出して

いる（Héritier 2002）。同様の認識で、ScottはIPPC（統合汚染防止）指令を事例

に、EUの環境ガバナンスを、厳格な手続規則と柔軟な実体的義務の二点で特

徴づける（Scott 2000: 280）。加盟国は手続きの上で拘束されるが、実体的義務

の実行には柔軟性が認められるという傾向が、EUの環境ガバナンスに内在し

ているというのである。Scottは、こうしたガバナンスのあり方に、柔軟性、

分権化、参加、反省（reflexivity）、熟議（deliberation）といった５つの価値を

見出す（Ibid., 265-6）。そしてWealeらのグループは、多次元的で、水平的に複

雑で、進化しつづけ、たえず学習を指向する未完成の環境ガバナンスをEUに

見出す（Weale et al 2000: 6）。EU環境ガバナンスのこうした特徴は、法の調和

化路線と対照的である。やわらかいガバナンスには、かたい環境法を補足する

役割が期待されてきた。しかし、EU気候変動戦略の場合、そのソフト化はい

っそう進んでいる。

⑵　対気候変動行動の形成

①　直近の動き

　EUの直近の動きは、EU機関と加盟国のある種複雑な関係を示している。欧

州委員会が主権国家を越えた利益を求めるのに対して、加盟国は自国の利益を

求めてEUの進展にストップをかけるという構図は、必ずしも一般的でないし、

気候変動戦略の場合もあてはまらない。2005年春の欧州理事会では、同年２月

の京都議定書の発効もあり、気候変動問題がアジェンダの一つになった。欧州

委員会はそこに2012年以降のポスト京都をにらんだ戦略文書を提出した（COM

（2005）35 final）。しかし、具体的な数値目標を出すことは控えていた。それに

対して、この戦略文書を審議した同年３月の環境理事会は、京都議定書の基

準年90年比で、2020年までに15-30%、2050年までには60-80%削減という、大

方の予想をくつがえす野心的な数値目標を打ち出した。上述の欧州理事会は、

2050年目標については先送りしたものの、2020年目標については、世界の平均

気温を前産業化時代より２℃以上高くしないという目標を提示しながら、今後
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の費用対効果分析と国際交渉の動向によるという条件つきながら2020年目標を

承認し、EUが気候変動問題で国際社会を先導するという姿勢を明確に示して

いったのである。なお、2007年には欧州委員会が2020年までに他の国際社会の

動向にかかわらず、一方的にEUが20％削減するという提案を公表し、また欧

州議会は2020年までに30％、2050年までには60-80％削減を求める決議を採択

している28）。

　EUの産業組織であるUNICEは、こうしたEU諸機関の野心的な動きに批

判的な声明を出していった。また環境団体からは賛否両論の反応があった。

Greenpeaceは、基本的に好意的であった。WWFも同様であるが、エネルギー

効率化、代替エネルギー、排出権取引制度の強化など、気候変動対策のための

立法を確実に進めるよう注文をつけている。これらに対して、Friends of the 

Earthは、数値目標の曖昧さや実現の道筋がまったく示されていないことを鋭

く批判していった。とくに環境理事会が合意した2050年までの長期目標が完全

に削られていることに対して、強い失望感を表明している29）。こうしたさま

ざまな反応はあるものの、2005年春の欧州理事会が他国に先駆けて提示した

ポスト京都のGHGs排出削減数値目標は、たしかに同年11月のモントリオール

COP11からさらにつづいていく国際交渉の中で中心的な論点となっていった

のである。なお、モントリオールCOP11では、同時に初の京都議定書締約国

会議（MOP １）が開かれている。

②　気候変動戦略の形成

　EU気候変動戦略の発展過程は、二つの段階に分けられる。97年の京都議定

書採択以前と以後である。京都以前では共通理解の形成には成功したものの、

個々の措置は単純で、実効性もなかった。

28）EurActive.com 24 March 2005, Climate Change: EU leaders agree to flexible 
targets for 2020; EurActive.com 29 June 2007, EU Climate Change Policies; 2005 
Brussels European Council Presidency Conclusions, p.15.

29）Friends of the Earth, Press Release, EU slammed over climate agreement, 
March 24 2005.
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　85年に、欧州委員会は気候変動に対処する必要をうったえ、気候変動研究の

推進を提案した。おそらくこれが、EUで気候変動対策が政策アジェンダとな

った端緒であろう（McCormick 2001: 280）。これは同年に開催された前述のフ

ィラハ会議に対応している。すでに述べたとおり、88年の国連総会決議はフ

ィラハ会議の結論も引きながら、気候変動問題の優先順位を上げている（A/

RES/43/53）。EUの気候変動戦略は、国連システムに方向づけられる形で展開

していったのである。94年発効のUNFCCC（Decision 94/69/EC）と97年調印の

京都議定書（Decision 2002/358/EC）は、EU気候変動戦略を枠づけてさえいる。

ここで注意しておきたいのは、気候変動という国際アジェンダが、欧州委員会

のCOMドキュメント、閣僚理事会決議、欧州理事会議長総括などを通じてEU

に取り込まれていったという点である。決して、加盟国首脳の声明だけではな

かった。いわばやわらかい法のような形で共通認識が培われていったのであ

り、それを土台として、UNFCCCや京都議定書がEU法秩序に導入されていっ

たのである。表16にその過程をまとめておく。

　この過程を通じて、科学研究上の不確実性を強調することは否定されていっ

た。気候変動への政策対応を遅らせるというのが、その理由である。88年のロ

ードス環境宣言（the 1988 Rhodes Declaration on the Environment）は、GHGs

をオゾン層の破壊や生物多様性の喪失とならぶ重要問題として強調している

（Bull. EC 12-1988, point.1.1.11）。89年閣僚理事会決議は、科学知の不確実性に起

因する議論のゆれを払拭するべく、「GHGsの科学研究にいぜんとして不確実

性が残ろうとも、（気候変動問題への）対応を遅らせることは、もはや許されな

い」（OJ 1989 C183/4: para.1）と宣言する。科学研究に多くの不確実さが残る段

階から気候変動を問題として強調していたのには、EUが92年リオ・サミット

で強い立場を確立するというねらいもあった。90年ダブリン環境宣言はまさに

それを訴えていた（Bull. EC 6-1990: Annex II, point 1.36）。

　こうした規範構築過程を経て、90年の環境・エネルギー合同理事会がEU初

の目標設定を行った。2000年までにEU全体のCO2　排出量を90年水準で安定化

させるというものであった（Dir 93/76/EECの前文）。これは非拘束でまた柔軟
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表16　気候変動問題の認知過程

86 年 10 月 13 日
大気中の CO2 濃度増大（温室効果）に対処するための措置に関する決議（OJ 
1986 C255/272）。

88 年 11 月 16 日
温室効果とそれに対処する政策を評価するための作業計画に関するコミュニケ
ーション（COM（1988）656-1）。
共同体の温室効果対策に関する閣僚理事会決議草案（COM（1988）656-2）。

88 年 12 月 2-3 日
ロードス環境宣言（ロードス欧州理事会議長総括）（Bull. EC 12-1988）。

89 年 7 月 20 日
共同体の温室効果対策に関する閣僚理事会決議（OJ 1989 C183/4）。

90 年 6 月 25-6 日
ダブリン環境宣言（ダブリン欧州理事会議長総括）（Bull. EC 6-1990）。

90 年 10 月 29 日
環境・エネルギー合同理事会総括（EC Bull. 1990 October, point. 1.3.77）。

であった。というのも、他の先進諸国が同様の目標を立てた場合、という条件

つきで、さらに一人あたりエネルギー消費が比較的低い水準の加盟国は、より

ゆるやかなCO2 排出削減目標が認められていたのである。他の先進諸国は97年

京都議定書まで数値目標を立てることはなく、このEU初の数値目標が法的に

拘束力をもつことはなかった。ただし、のちにUNFCCCが掲げる共通のしか

し差異ある責任の原則が、ここに先取りされていたことに注意しておきたい。

　欧州委員会は、87年の第４次環境行動計画で気候変動政策を開始すると宣言

し（OJ 1987 C328/5, point. 2.3.20）、93年の第５次環境行動計画で一連の政策パ

ッケージを示している（OJ 1993 C138/5; Krämer 2003: 299）。この初期の戦略は

単純なものであった。エネルギー効率の向上と代替・再生エネルギーの推進、

モニタリング制度、そして炭素税・エネルギー税といった、「三種の気候変

動対策パッケージ（a three part climate package）」（McCormick 2001: 281; COM

（1991）249）である。これらは指令や決定の形態で提案され、立法化されてい

ったが、義務履行における柔軟性という点で、総じてやわらかいものであっ



気候変動問題の構成と国際共同行動の展開（３・完）

87

た。

　エネルギーに関しては、加盟国のプロジェクトに資金を提供する形が取られ

た。エネルギー効率向上のためのSAVE計画と、代替・再生エネルギーの開発・

推進へ向けたALTENER 計画である。しかし資金総額は大きなものでなかっ

た。代替・再生エネルギー政策は、やがて推奨目標の提示と年次報告書の提出

という形をとっていく（ex. Dir 2003/30/EC）。

　モニタリング制度は、93年に創設された（Decision 93/389/EC）。人為起源の

GHGsすべての排出量について、加盟国は定期的な報告書の提出を義務づけら

れ、欧州委員会がそれらをまとめ、公表する形がとられた。この93年モニタリ

ング決定は、やがて京都議定書の要求するモニタリング制度にも対応できるよ

う修正されていった（Decision 280/2004/EC）。

　租税措置に関して、欧州委員会はもともと炭素税を構想していたが（COM

（92）226）、合意にはいたらなかった。欧州議会の支持はあったものの、閣僚

理事会には受け入れられなかった。どの加盟国も税制の変更には敏感に反応す

る。政治的に重大な争点である以上、それは当然である。炭素税はやがてエネ

ルギー税として装いもあらたに提案されるが、根強い反対がつづいていった

（Wettestad 2005: 8）。やがて最低基準をEUが定めてあとは加盟国の任意にゆだ

ねるきわめて柔軟なエネルギー税指令（Dir 2003/96/EC）が採択される。

③　目標設定

　たんに個々の政策措置の寄せ集めとは異なる単一の気候変動戦略は、97年京

都議定書の調印以降発展していった。その端緒となったのが、加盟国間でCO2

排出削減負担をシェアする合意であった。それは純粋な政府間交渉過程で到達

した合意であり、そののちに法的に翻訳されるにいたった。通常の共同体方式

は実質的にとられなかった。この負担シェア合意は、いわゆるEUバブルと呼

ばれるEU域内数値調整のためのものである。それを表17に掲げておく。

　すでにふれたように、97年12月に調印された京都議定書は、GHGs排出削減

の数値義務を38の先進国からなる附属書Ⅰ国に課している。東方拡大以前の

EU15カ国は、すべて含まれる。このEU15は、すでに97年３月の段階で、議長
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国オランダのもと環境理事会においてGHGs排出削減負担をシェアする合意に

到達していた。それは当初、まったく不可能であると見られていた（Lefevere 

2000: 363）。京都COP ３の９ヶ月前であった。EU全体の目標は、CO2  、メタン、

一酸化二窒素の三種のGHGsを90年基準で2010年までに15%削減するという野

心的なものであった（Lefevere 2000: 363）。また各加盟国の負担は、共通のし

かし差異ある責任の原則を適用したかのような形になった（表17）。しかし、

この負担シェア合意は、完全にはほど遠かった。各加盟国の削減負担を合計し

ても、EU全体で15%削減するのに必要な量の３分の２にしかならないのであ

る（Ibid.）。にもかかわらず、この15%が、京都COP ３におけるEUの交渉材料

となった。

　EUの交渉目標のひとつは、この97年負担合意をモデルに、EU全体で京都数

値義務を達成するといういわば特権を認めさせることにあった。EUは交渉に

成功する。EUに割り当てられた京都数値義務は８%削減となった。EUは、そ

れに必要な削減量を、15の加盟国間で再配分することを認めさせたのである。

これにより、EU15はそれぞれ異なった排出削減義務を京都義務とは別に負う

ことになった。これがいわゆるEUバブルと呼ばれるものである（表17）。あ

らたな８%削減という数値義務のもと、97年負担合意は修正が必要になり、98

年の環境理事会で、あらためて負担シェア合意が決定された。そしてこの98年

負担シェア合意が、京都議定書を批准するために「法的に翻訳」（COM（2999）

88: 2）されることになったのである（Decision 2002/358/EC）。こうして、EUバ

ブルは法的に確定されるにいたった。

　ここで注意すべきことがある。97年と98年の二つの加盟国数値義務は、欧州

委員会の提案によらず、つまり通常の共同体方式を適用せずに採択された。そ

の上で事後的形式的に、EC条約175条１項を法的根拠とした共同決定手続によ

る京都議定書批准のための決定（Decision 2002/358/EC）採択過程に送られ、正

式にEU法の一角を占めるにいたった。EU気候変動戦略の根幹となる域内数値

義務負担シェアは、純粋な政府間交渉によって確立されたのである。そして、

この98年負担合意の採択ののち、EU気候変動戦略は発展していく。
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表17　EUバブル

ルクセンブルグ − 30.0% − 28.0%
ドイツ − 25.0% − 21.0%
デンマーク − 25.0% − 21.0%
オーストリア − 25.0% − 13.0%
英国 − 10.0% − 12.5%
ベルギー − 10.0% − 7.5%
イタリア − 7.0% − 6.5%
オランダ − 10% − 6.0%
フランス 0.0% 0.0%
フィンランド 0.0% 0.0%
スウェーデン ＋ 5.0% ＋ 4.0%
アイルランド ＋ 15.0% ＋ 13.0%
スペイン ＋ 17.0% ＋ 15.0%
ギリシャ ＋ 30.0% ＋ 25.0%
ポルトガル ＋ 40.0% ＋ 27.0%

97 年 3 月合意
（京都 COP3 以前）

98 年 6 月合意
（京都 COP3 以後）

資料：Decision 2002/358/EC, Annex II; Lefevere（2000: 365）

④　政策形成

　EUの気候変動戦略は、欧州気候変動計画（ECCP: European Climate Change 

Programme）を通じて策定されていった。欧州委員会が2000年に設置したも

ので（COM（2000）88, Annex 2）、気候変動対策の手段を採択するため、「多角

的利害当事者協議過程（a multi-stakeholder consultative process）」（Commission 

2001: 6）を立ち上げることに力が注がれた。これは、ある程度まで欧州委員会

の大権たる提案権を犠牲にすることも意味した（COM（2000）88: 5-6）。とい

うのも、欧州委員会はECCPから出される政策手段の提案を、「委員会自身の

明確な政治誓約（a clear political commitment from the Commission）」にすると

宣言していたのである（Commission 2003: 6）。ただし、委員会は自身が期待す

る政策措置リストを、利害当事者協議過程に提示していた（COM（2000）88: 
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Annex 3）。とくに欧州単位で規制をかけるための立法措置よりも、当事者の

自発的もしくは任意の規制や、市場を活用した柔軟な制度、そして租税措置な

どが想定されていたようだ（Ibid., 9）。ECCPからの提案が、委員会の予期した

範囲に収まるような仕掛けはあったといえよう。

　ECCPの起源は、99年の欧州委員会コミュニケーションにさかのぼる（COM

（1999）230）。京都議定書の施行を準備するための文書で、これを土台に、環

境理事会は98年６月と99年10月の２回にわたって、欧州委員会に気候変動対策

のための政策措置リストを提出すること、ならびに政策提案の準備を進める

ことを要請していった（Commission 2003: 4）。つまり、委員会が自ら段取りを

つけたのである。こうした政治過程ののち、ECCPは「EU持続可能な発展戦

略の本質的な部分」（Commission 2001: 157）になっていった。基本的には、欧

州委員会、閣僚理事会そして欧州議会の間にコンセンサスがあった。2000年の

10月に、欧州議会環境政策委員会は、ECCPを優先課題とする意見を採択する

（Commission 2001: 7）。また同年11月には、気候変動特別閣僚理事会が開かれ、

欧州委員会が進捗報告書を提出している（Ibid.）。第二次ECCP報告書では、欧

州委員会は第一段階で広範な合意が存在したことを強調し、次のように指摘し

ている。「きわめて短い期間であったにもかかわらず、ECCPはすでに欧州議

会決議と閣僚理事会提案を十分に考慮して、すべての部門で想定可能なあらゆ

る措置を、第一次リストとして上げている」（Commission 2003: 7）。

　ECCPの目的は、「京都議定書の施行に必要なすべての要素を欧州気候変動

戦略の中に組み込み発展させること」および「委員会、加盟国、産業、NGO

それぞれの代表からなるすべての利害当事者が協力して問題解決に努力してい

く方途」を追求することにある（COM（2000）88, Annex 2, 8）。政策目標はき

わめて単純化された。2010年に90年のGHGs総排出量から336MtCO2eq（CO2 換

算で３億3600万トン）削減することである。（Commission 2001: 5）。この削減量

は欧州委員会の計算によると、EU15が京都数値義務を達成するのに必要な量

に相当するという（Ibid.）。多角的利害当事者協議過程は、この目的を達成す

る政策や個別措置を考案するために立ち上げられたのである。
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　ECCPの組織構成は、COMドキュメント付属の「ECCPの主要要素（Main 

Elements of the ECCP）」に定められている（COM（2000）88, Annex2, 8）。管理

委員会（the Steering Committee）と作業部会（WG）からなり、WGは「国家や

地域の単位でなく、欧州を代表する特定の利害当事者集団」から構成し、ひ

とつのWGにつき15人ほどに限定している（Ibid., 8）。各WGが管理委員会に報

告書を提出し、それを元に、欧州委員会が正式な提案を行う（Ibid., 9）。当初、

５つのWGが立ち上げられたが、最終的には、表18に見られるような多様な

WG体制に帰結した。

　こうした多種のWGには広範囲の多様な利害当事者が参加し、あたかも欧州

委員会と共同で政策を立案しているかのように、それぞれ政策提案報告書を

提出していった。参加者の概略を確認しておこう（cf. Michaelowa 1998）。まず

欧州委員会職員が、各総局より参加した。その範囲は、環境（DG ENV）、企

業（DG ENTR）、財政（DG ECFIN）、拡大（DG ELARG）、運輸（DG TREN）、

研究（DG RES）、農業（DG AGRI）といった総局に広がっていた。専門家は

加盟国政府派遣が多いが、大学や研究所など独立の専門家も加わった。経

営・産業団体からは、UNICEをはじめ、排出者になる側と排出抑制者になる

側がともに参加者を派遣した。後者はたとえば代替エネルギー開発のCOGEN 

Europe30）などで、京都メカニズム上は、いわば気候保護業者でもある。当然、

環境保護ロビーも参入していった。WWFやグリーン・ピースといった常連の

国際環境NGOに加え、各国の環境NGOネットワーク組織である欧州気候ネッ

トワーク（Climate Network Europe）や、地方政府のネットワーク組織である

ローカル環境イニシアティブ国際委員会（ICLEI: International Council for Local 

Environmental Initiative）なども入り込んでいった。またWG５の部会（Sub-WG

５）には、欧州議会からの参加者が見られた。そこでは任意協定による環境協

定がテーマにされていが、欧州議会にとって、その多用は自らが政策過程から

30） Webサイトは<http://www.cogen.org>。
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表18　ECCPのWG（作業部会）

WG １：柔軟な制度（Flexible mechanisms）
Sub-WGs：共同実施・クリーン開発メカニズム／排出権取引

WG ２：エネルギー供給
WG ３：エネルギー消費

Sub-WGs：工業生産過程最終用途におけるエネルギーの効率（WG ５と共同）
WG ４：運輸

Sub-WGs：輸送技術と燃料／運送インフラ／航空便および複合一貫輸送／意
識喚起と行動パターンの変化／データ収集改善

WG ５：工業
Sub-WGs：フッ素ガス／再生可能鉱物資源／任意協定／工業生産過程最終用
途におけるエネルギーの効率（WG ５と共同）

WG ６：研究
Sub-WGs:：GHGs 吸収の科学研究

WG ７：農業
WG：農業用土壌への GHGs 吸収（WG 番号不明）
WG：森林による GHGs 吸収（WG 番号不明）

資料：Commission（2001: 6）and Commission（2003: 5）

排除されることを意味するのである。また京都メカニズムを議論したWG １の

部会（sub-WG1）には、気候変動レジームの一角CDM理事会や、EBRDおよび

EIBといった国際機関からも参加者が派遣されている。なお、本稿の研究で把

握できたかぎりの参加者をWG別に表19でまとめておいた。

　すでにふれたように、欧州委員会は各WGの議論を、脱立法主義とでもいう

べき、やらわかいガバナンスの構築に向けて方向づけていた。もちろん、新規

立法や既存のEC派生法の改善も強調されていたが、全体として、軸足が欧州

規模の法調和化に置かれることはなかった（Commission 2001: 157）。ECCPが

生み出した戦略をまとめると、次のような特徴が見られる。

◦既存のおよび新規の立法、任意協定による自発的行動、補助的措置、意

識喚起、最善実務の伝達、市場手段、研究技術開発といった、あらゆる

範囲の政策手段を利用する（Ibid., 158）。

◦必要な専門的知識を集中して、合意形成を促進する過程を立ち上げるた
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め、戦略発展過程にあらゆる範囲の利害当事者を招集する（Commission 

2003: 4-5）。

◦すべての欧州委員会総局による協働を可能にし、単一の整合的な戦略

を確立するため、水平的な政策統合を進める（Ibid., 4 and Commission 

2001: 157）。

◦GHGs削減に向けた政策や個別措置を採択する加盟国の責任を強調する

ため、共有目標を確立し（target-sharing）、その達成状況をモニタリン

グしていく（Commission 2003: 6）。

　ECCPの第一段階は、42の個別措置を特定した。欧州委員会の胸算用では、

技術的な可能性として（a technical potential）、664-765 MtCO2eqの削減が そ

の完全な実行によって可能になるという（Commission 2003: 6）。これらの措置

は、一方で指令などEC派生法の形で具体化される。2003年EU排出権取引制度

（EU ETS）指令や、2004年共同実施・クリーン開発メカニズム（JI/CDM）指

令、またバイオマス指令、建造物内省エネ指令、エコ公共調達指令、フッ素ガ

ス指令、コジェネ指令などが採択され、また採択の過程にある。しかし、そう

した環境立法は、多かれ少なかれ、目標共有（target-sharing）もしくは参考目

標（indicative targets）を確立し、それをモニタリングする仕組みを整えるも

ので、その未達成が司法により法的義務の不履行として確認されるようなかた

い法とは異なる。さらに、ETSなど市場活用手段が本格的に導入され、欧州

委員会が行政当局として欧州規模の業界団体と環境協定を結ぶといった、や

わらかいガバナンスが実現されていった。欧州委員会によると、ECCPは第一

段階を通じて気候変動戦略を打ち立てるための主唱者（initiator）であり触媒

（catalyst）であり議論の場（a discussion forum）であったという（Ibid.）。第二

段階に入り、ECCPの役割は、合意された措置の施行とモニタリングに移って

いった（Ibid.）。

⑤　個別政策措置

　EUの気候変動戦略を構成する個々の政策措置について、以下本稿では、EU

排出権取引制度と環境協定を事例としてあげておきたい。
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欧州委員会
総局

加盟国政府派遣
専門家 産業団体 環境NGO 国際組織

表19　ECCPのWG参加者

WG1 柔軟な制度

Sub-WG1: 
JI/CDM

WG2 エネルギー
供給

WG3 エネルギー
消費

◦DG ENV
◦DG ENTR 
◦DG ECFIN 
◦DG TREN

◦DG ENV
◦DG DEV
◦DG ELARG
◦DG ENTRE
◦DG TREN 
◦DG RES

◦DG TREN
◦DG ENV
◦DG RTD
◦DG ENTR

◦DG ENTR
◦DG ENV
◦DG JRC
◦DG RTD
◦DG TREN

◦オーストリア
◦フランス 
◦ドイツ
◦スウェーデン
◦英国

◦チェコ
◦ポーランド
◦オランダ
◦ギリシャ 
◦フランス
◦オーストリア
◦英国

◦ベルギー
◦フィンランド
◦英国
◦イタリア

◦フランス
◦ドイツ
◦英国
◦デンマーク
◦イタリア
◦フィンランド
◦スペイン 

◦EURELECTRIC
◦BDI
◦ERT
◦European
　Chemical
　Industry Council
◦Emissions
　Trading Group
　UK
◦RWE Rheinbraun
◦UNICE
◦EUROFER
◦ABB
◦Gaz de France
◦ Euro-Heat & 

Power
◦E5
◦Edison
◦Shell
◦Lafarge
◦ERES
　representing
　EPIA, ESIF,
　EWEA, EUBIA,
　ESHA, EUREC
◦OGP
◦EUROPIA
◦EUROGIF
◦EUROGAS
◦COGEN
◦EURELECTRIC
◦CECSO
◦VATTENFALL
　AB representing
　EURISCOAL
◦ACE-CAE
◦BASF
◦BDI
◦CEFIC
◦CELMA
◦Cembureau
◦CEPI
◦COGEN Europe
◦Esoterica
◦Eurima
　（European
　Insulation

◦Climate
　Network
　Europe
◦WWF
◦FIELD

◦Climate
　Network
　Europe
◦FIELD

◦INFORSE-
　EUROPE
◦WWF
◦Climate
　Network
　Europe

◦ICLEI
◦Climate
　Network
　Europe
◦ECEEE
　（European
　Council for an
　Energy Efficient
　Economy）
◦Greenpeace
◦WWF

◦CDM
　理事会
　（UNFCCC）
◦EBRD
◦EIB

◦IEA
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WG4 運輸

WG5 工業

Sub-WG5: 
任意協定

WG6 研究

◦DG TREN
◦DG ENV
◦DG RTD
◦DG ENTR

◦DG ENTR
◦DG ENV
◦DG RTD
◦DG TREN

◦DG ENTR
◦DG ENV
◦DG RTD
◦DG TREN
◦欧州議会

◦DG RTD

◦英国
◦オランダ
◦スウェーデン

◦英国
◦フランス
◦オーストリア
◦イタリア
◦デンマーク

◦デンマーク
◦フィンランド
◦ドイツ
◦イタリア
◦スウェーデン
◦英国

◦フランス

　Manufacturers
　Association）
◦EUROHEAT
◦FEDARENE
　（European
　Federation of
　regional Energy
　and
　Environmental
　Agencies）
◦FIEC（European
　Construction
　Industry
　Federation）
◦JHA
◦Orgalime
◦PSA
◦ACEA
◦EUROPIA
◦European
　Biodiesel Board
◦WERD
◦ASECAP
◦Logistic/
　Telematics
◦UNICE/
　Transport
◦Alliance
　Internationale
　du Tourisme
◦CEFIC
◦CEMBUREAU
◦CEPI
◦EUROFER
◦EUROPIA
◦Orgalime/
　CECED
◦UEAPME
◦UNICE
◦BDI
◦CECED
◦CEFIC
◦CEMBUREAU
◦CEPI
◦DSM
◦EURELECTRIC
◦EUROFER
◦UEAPME
◦UNICE
◦European

◦SNM
　（Stichting
　Natuur en
　Milieu）
◦IEEP
　（Institute for
　European
　Environmental
　Policy）
◦T8E

◦Climate
　Network
　Europe
◦WWF
◦Greenpeace

◦Climate
　Network
　Europe
◦WWF

◦Climate
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資料：Commission（2001）および委員会環境総局のWebサイト上にある各WGの報告書など
 <http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm>。
＊ なお、この表19はすべてのWGを網羅していない。また大学組織や民間のコンサルタント、委員会

職員の代理参加者（alternates）は除いてある。

WG7 農業

◦DG ENV
◦DG JRC
◦DG TREN
◦DG ENTR
◦DG AGRI
◦DG AGRI
◦DG ENV
◦DG ENTR

◦スウェーデン
◦イタリア
◦ポルトガル

◦ドイツ
◦英国
◦イタリア
◦オランダ
◦フランス
◦アイルランド

　Business Council
　for Sustainable
　Energy Future
◦Gerling Insurance
　Company
◦COPA/
　COGEGA
◦COPA
◦Hydro Agri
　Deutschland
　GmbH
◦ENCA
◦Norsk Hydro
　Porsgrunn −
　Norway

　Network
　Europe

◦Birdlife
　International
◦CEPF
　（Confederation
　of European
　Forest Owners）

（EU排出権取引制度（EU ETS））

　2005年１月、ETS指令が発効した（Dir 2003/87/EC）。京都約束期間がはじ

まる2008年までの第一段階で、EU25カ国、１万2000のプラントが対象になる。

対象産業は、鉄鋼・製鉄、硝子、セメント、陶磁器に限定されるが、EUの全

CO2 排出量の40%は捕捉される31）。個々のプラントは、加盟国の国別割当計

画（NAP: national allocation plans）にしたがって排出許可量（allowances to emit 

CO2）が割り当てられる。これを上回ってしまった場合、CO2 １トンあたり40

ユーロの課徴金が課せられる。2008年の京都約束期間一年目からは、この課徴

金は100ユーロに値上げされる。ETSは典型的な市場活用手段である。いわば、

CO2 排出量を売買可能な商品に変えるのである。こうした市場志向の戦略は、

第５次と６次の環境行動計画で構想されていた。それが、2005年１月、ついに

実現されたのである。

31）EurActiv.com, June 21, 2005, Climate Change - EU Emissions Trading Scheme 
（EU-ETS）.
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　しかし、市場の活用とはいっても、排出許可量を割り当てるのは国家であ

る。この割り当て方がETS成功の鍵を握る（Wettestad 2005: 19; Butzengeiger 

and Michaelowa 2004: 117-8）。ETS指令では、上述のようにNAPにそくして排

出権が割り当てられる。一応欧州委員会が指針を策定し、拒否権も握る。しか

し個々のプラントに割り当てる量を決定するのは加盟国であり、ETSから除

外するプラントも指定できる。当然、欧州委員会と加盟国の間で綱引きがあ

り、割当量に関してすでに英国と欧州委員会の法的紛争がECJに持ち込まれて

いる32）。加盟国はまた、冬場の気候の激しい変化など、不可抗力の事態（force 

majeure）に際して追加の排出量を割り当てることができる。

　初期割当には、行政当局が既存の実績をもとに割り当てるいわゆるグラン

ド・ファーザー方式が採用される。排出権が競売にかけられるオークション方

式は、2008年までが全体の５%、それ以降は10%適用される（Wettestad 2005: 6）。

ちなみに、100%のオークション方式は、個々の企業に対する影響という点で、

理論的には炭素税の導入と同等の効果をもつという（村瀬2002：637-8）。

　90年代を通じて、EUはETSの導入に対して懐疑的であった。ETSの導

入は、「突然の態度変更（the very about-turn）」（Wettestad 2005: 2）によ

る。Wettestadはそこに「欧州委員会の強力な（政策）起業家的役割（the 

strong entrepreneurial role）」を見出す（Ibid.）。Butzengeiger と Michaelowa

は、ETS指令の立法案提出から発効までのスピードがブリュッセル・ウオッ

チャー（seasoned observers）を驚かせるほどのものであったと指摘している

（Butzengeiger and Michaelowa: 2004: 118）。この突然の路線変更と指令採択・施

行の例外的に早いスピードについて、Wettestadは次の背景的要因をあげる

（Wettestad 2005: 10, 12）。

◦炭素税導入の失敗

◦IPPC指令による排出権割当制度の先行事例

32）FT.com, Britain retreats in emissions dispute with Brussels, 11 March 2005; 
EurActiv.com, 11 March 2005.
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◦再生可能エネルギーに不利なエネルギー市場自由化

◦一部大企業や加盟国での先行導入事例（デンマークと英国）

◦米ブッシュ政権の京都議定書拒否

　Wettestadも指摘するように、とりわけ最後の点に関して、EUの諸機関や

加盟国政治リーダーは、京都議定書を救い、世界の環境外交で主導的な役割を

果たすという合意を再確認し、その方向で協力する下地がここに固まったので

ある（Ibid.）。ETS指令が共同決定手続を要求するEC条約175条１項を法的根

拠に提案されたにもかかわらず、提案から発効まで２年足らずのスピードで誕

生したという事実には、欧州委員会、閣僚理事会そして欧州議会が対外状況に

よって協調を余儀なくされたという側面も見出すことができるだろう。

（環境協定）

　99年から2000年にかけて、欧州委員会は欧州、日本、韓国の自動車生産者

連盟と、新規発売自家用車のCO2 排出量抑制について、環境協定を結んだ。

協定の相手は、欧州の団体がACEA（the European automobile manufacturers 

associations）、また日本と韓国はそれぞれJAMA（the Japanese automobile 

manufacturers associations）およびKAMA（the Korean automobile manufacturers 

associations）である（Commission Recom. 1999/125/EC; Commission Recom. 

2000/304/EC; Commission Recom. 2000/303/EC）。ACEAはアメリカの自動車会

社も加盟しているので、以上三者との環境協定は、欧州のほぼすべての自動車

生産者団体を包摂する（Gonzalez-Calatayud 2002: 304）。この環境協定は、EC条

約211条を根拠とする欧州委員会勧告（Commission recommendations）の形式が

取られた。欧州議会がその立案・発行過程から除外されても、制度上は問題が

ない。環境協定は、欧州議会にとって問題となる政策手段である。その決定に

関与することができないのである。

　協定には、新規販売車のCO2 排出量について、数値目標と期限が設定され

た。ACEAの場合、2008年までに１kmあたりCO2 排出量を140gまで削減し、

2012年までに同120g/kmを達成する。JAMAとKAMAの場合、2009年までに

140gで、2012年はACEAと同じく120g/kmである。こうした数値は目標であ
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って、義務ではない。この環境協定のねらいは、欧州委員会と自動車生産者

団体の協働枠組みを構築することにあるといえよう。両者の協力義務が、上記

の委員会勧告に規定されている。数値目標達成状況をモニタリングすること、

2012年目標を達成するのに必要な燃料効率改善について中間評価をとりまとめ

ること、自動車生産者団体の会員企業が市場に2012年目標を実現するモデル車

を送り出すこと、初期段階で暫定目標を立てること（165-170g/km CO2）、既存

車・中古車をCO2 排出量が少なくまた代替エネルギーをもちいる新車に代える

実績も、目標達成の計算に反映させることなどが、委員会勧告に盛り込まれて

いる。

　こうした環境協定は、欧州委員会と自動車生産者団体の政治取引（political 

exchange）の結果でもある。委員会が自家用車を規制する立法や生産者に負担

を求める租税措置を提案しない代わりに、生産者自身が自らの方法でCO2 削減

を進めていくという取引である。よって、勧告に規定された数値目標が達成

されない場合、もしくは達成されないことが明白になった段階で、自動車を

規制するEC法が提案され、何らかの租税措置が発動される可能性が示唆され

る。すでに何度かふれているように、欧州議会は環境協定に反対で、通常の立

法・租税措置の採択を要求してきた（Lefevere 2000: 368; cf. OJ 1997 C132/210）。

実際、環境協定の政策過程は、欧州委員会と閣僚理事会の共同で進められてい

る。ACEAは当初、欧州委員会の提示した140g目標を拒絶し、150-160gを主張

していた（Ibid.）。しかし、97年12月の環境閣僚理事会でACEAの提案は拒絶

される。欧州委員会の示唆がそこにあった（Ibid.）。立法化の脅しが、ここで

働いてきた。ACEAは提案を修正し、上述の2008年までに１kmあたりCO2排

出量を140g削減する目標を提示する。委員会はこれを受け入れ、最終的に環

境閣僚理事会でこの環境協定が承認されるのである（Ibid., 368-9）。

　さまざまな産業団体が、この協定を歓迎した。対照的に、環境NGOや欧州

議会は、批判を浴びせていった（Ibid.）。さらに、環境協定の政策過程では、

地域評議会（CoR）や経済社会評議会（ECOSOC）が、公式にはいっさい発言

の機会を与えられないことにも注意が必要である（Krämer 2003: 284）。欧州委
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員会はすでに96年の段階で、環境協定の原則や手続きを定めたCOMドキュメ

ントを提出し（COM（96）561）、その内容にそくして環境協定に関する委員会

勧告を発していた（Commission Recomm. 96/733/EC）。そこで提示された指針

は、環境協定策定過程で広範な協議を行っていくこと、契約として協定に法的

な性格をもたせること、客観的な数値目標を盛り込むこと、段階的な目標達成

の仕組みを作ること、モニタリング結果を公表し、情報公開と透明性を徹底す

ること、目標達成の評価にあたって審査を独立の第三者に委託することなどで

あった（COM（96）561: 11-17）。欧州議会は、EC派生法の形でこうした枠組み

をさらにしっかりと規定するよう要求してきた。実はEUではすでに多くの多

様な環境協定が、EU・加盟国双方のレベルで結ばれている33）。その大枠の指

針は、たしかに改善され、派生法の中でその手続きや原則が規定される必要が

あろう。欧州委員会は、2002年にあらたな環境協定指針をCOMドキュメント

で提示しているが（COM（2002）412）、欧州議会の要求するようなかたい法制

化はなされなかった。

　こうして地域統合組織EUの域内気候変動戦略は、国連システムが生み出し

た気候変動レジームに政策目的（京都数値義務）と手段の枠組み（京都メカニズム）

を与えらる一方で、政策措置の特定に際して壮大な参加体制を構築し（ECCP）、

さらに独自の政策措置によって（環境協定）、立法に依存しないやわかいガバ

ナンス様式の構築へと進んでいった。本稿では立ち入って検討することができ

ないが、加盟国が附属書Ⅰ国の６割を占めるEUは、さらに域内全体にわたる

モニタリング・報告制度を整備し、加盟国の誘導を意図した再生・代替エネル

ギーの推奨目標や柔軟なエネルギー税の仕組みを考案していった。それぞれの

33）産業部門単位でまた個別企業が単独で数値目標を盛り込んだ任意協定として、
テレビ待機電力、洗濯機、冷蔵庫、デジタルＴＶなどに関する多くの省エネ目標
協定がある。また個別企業が最善実務（best practices）を示すための協定例とし
て、Green Light（non-residential lighting）、やEUエネルギー・スター（energy 
star）、EUエコ・ラベル宣言などのスキームが存在している。以上はCommission

（2003: 58）を参照。
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政策実効性には、もちろん議論の余地がある。しかし少なくとも、気候変動問

題に対する国際共同行動の展開に研究の照準を合わせようとするとき、EUの

気候変動戦略を考察の対象から外すことはできない。そのやわらかいガバナン

スの展開は、国際気候変動行動の成否にも帰結する重大な選択なのである。さ

らに立ち入った批判的な検討が求められる。

⑶　国際行動戦略

①　国連重視

　これまでの検討からあきらかなように、EUの環境行動は一方でCOPプロセ

スに文脈を与えられてきた。すでにふれたように、当初は三種の京都メカニズ

ムのひとつETSに慎重であったものの、アメリカの京都議定書離脱を契機に

一転、まさにプロアクティブな推進主体となっていった。しかし他方で、EU

は少なくとも環境外交では単一交渉主体としてまとまり34）、気候変動レジー

ムを立ち上げる際もまたその後のCOPプロセスでも、国際社会を方向づけよ

うと試みてきた。

　これは環境分野におけるEUの国連重視の現れでもある。EU首脳会議である

欧州理事会でも、国連重視の姿勢は明確に打ち出されてきた。2004年の欧州理

事会は、「（第一京都約束期間の終わる）2012年以降の体制も、国連の枠組みの中

で議論していかなければならないとEUが主張しつづけることが、きわめて重

要である」35）と、おそらくはアメリカや中国の動向を念頭において、明確に言

い切っている。欧州議会は、EUの第一の柱ECが他の国家や国際機構と結ぶ条

約の承認権をもつが、交渉自体への参加は制度的に担保されていない。この制

約は議会という性格上当然であるが、欧州議会はCOPプロセスへの強い参加

34）ほんの一例として、CBD（生物多様性条約）のCOPプロセスもあげられよう。
EUは単一交渉主体として、環境規範をめぐる言説政治上の戦略を一本化している

（ex. Earth Negotiations Bulletin, Vol.9 No.326, 20 June 2005）。
35）European Council Press Release 05-10-2004, Climate and sustainable road 

traffic to be central themes at Environment Council.
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意欲を示してきた。2004年の欧州議会決議は次のように要求する。

「EU代表は気候変動の交渉で重要な役割を果たしてきたと信ずる。またそれゆ
え、欧州議会議員がCOPに臨むEU代表団の調整会合に参加できないという事態
は、受け入れがたいものである。ブエノスアイレスCOPの際には、欧州議会議
員が最低でも投票権なきオブザーバーとしてそうした会合に参加することになる
よう、期待する。」（European Parliament Resolution B6-0129/2004, para.7）。

　気候変動レジームは、EU域内の政治アクターがEU自体の共同行動を特定の

方向へ誘導するための、格好の場なのである。レジームの決定にEUが背を向

けることは、EUの諸機関や加盟国首脳によるこれまでの政治言説を否定する

ことを意味する。国連システムが掲げる環境規範を取り込み、気候変動レジー

ムでの合意を具体化していこうとするEUの対外行動は、当然、アメリカとの

対抗関係に帰結する。

②　アメリカとの対抗

　地球産業文化研究所が、COP10 開催直前のアメリカとEU の主な発言を取

材している（地球産業文化研究所2005：4）。すでにポスト京都の体制作りが実質

的に国際交渉のアジェンダとなっており、2013年以降を見通すアメリカ・EU

両者の認識や戦略の相違を明らかにする上で、非常に参考になる資料である。

それを参照しながら、気候変動行動に対する両者の主張の相違を概括しておき

たい（以下丸括弧内は地球産業文化研究所による発言収集の記録による。前掲書：4）。

　アメリカは、ポスト京都の議論を時期尚早とし、クリーン・エネルギーの

開発で協力体制を構築することに議論を向けていこうとする（2004年11月29日、

ポーラ・ドブリアンスキー国務次官）。またブッシュ大統領に京都議定書を再考

する余地がないことも強調され、京都議定書は実行不可能であると、その欠陥

が繰り返される（11月30日、ホワイトハウスのジェームズ・コンノート環境会議議

長）。さらにアメリカは気候変動問題の調査に数十億を費やしており、多くの

二国間・多国間連携（パートナーシップ）も構築してきたことが説明され、今

後どのようなあたらしい合意もありえないと、とりつく島もない（12月２日、
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ハーラン・ワトソン米国国務省気候変動問題上級交渉官）。

　すでにふれた2005年アジア太平洋６カ国協定は、そうしたアメリカ独自の多

国間体制の拡張になろう。しかし、それは気候変動レジームの枠外で形成され

る既存のアメリカ中心の連携とは、潜在的な影響力という点でまったく異な

る。附属書Ⅰ国日本とともに、ポスト京都で間違いなくその数値義務が議題に

上る中国とインドを取り込むこの体制が実際に動き出すと、京都議定書を核と

する国連気候変動レジームの対抗力の強さが問われていくことになるだろう。

EUはこのレジームの中心に存在している。

　EUが気候変動レジームの中心でありつづけることは、欧州委員会の基本の

対外交渉戦略である。当然、ポスト京都の交渉が既存のレジームを枠組みとし

て進められることは、欧州委員会の至上命題である。欧州委員会の環境言説で

とりわけ目立つのが、途上国の重要性を強調する点である。京都議定書のフリ

ー・ライダーとしてでなく、気候変動の被害国として理解し、また先進国の責

任を繰り返し表明していった（11月28日、マルゴット・ヴァルストレーム欧州委

員会環境担当委員）。もちろん、これはEU全体をつらぬく基本認識というより

は、ヴァルストレームという卓越した政治家の人格に起因する発言として見る

べきでもあろう。しかし、国連システムを土台とした多国間枠組みの構築が、

環境外交においてもEUの基本方針である。たとえ附属書Ⅰ国の６割を擁しよ

うとも、EUだけで成功を望めないこと、これがヴァルストレームの後任とし

て環境総局を率いることになったディマスによっても強調されている（12月３

日、スタブロス・ディマスEU 環境委員）。

　欧州委員会はまた、2013年以降の第二約束期間に、航空便や海運に対する政

策措置の考案を訴える（11月30日欧州委員会）。先送りされたこの二つの巨大な

CO2 排出産業をETSの対象として取り込むことが、ポスト京都のEU域内戦略

具体化の方向になっていくだろう。

　アメリカとEUの態度の相違は、多分に科学的不確実性に対する認識の違い

36）EurActive.com, 21 September 2004.
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にも起因する。2002年２月にアメリカは科学技術開発を中心とする独自の温暖

化対策スキームを提示しているが、EUは強く批判、温暖化に対処する効果的

な方法ではないと切って捨てた36）。技術の進歩が気候変動問題にとって本質

的に重要かどうかという点とともに、温暖化が人為起源であるとする科学認識

に不十分さが残ることが、法的義務の設定を否定する正当な根拠になるかどう

かという点もまた、大西洋関係を分け隔てる論争点である。Sandsは、ハード・

サイエンスのアメリカに対して、不確実性に反応しようとするEUが対抗する

という構図で、科学知の状況に対する政策的反応の相違に注意を引いている

（Sands 2003: 7）。

　05年７月のG ８は、英国が議長国となり、アフリカ貧困問題とともに気候変

動問題を議題にあげた。アメリカは、G ８が京都議定書にそくしてそれに上積

みする形で数値義務を掲げることに、最後まで抵抗したものの、気候変動が人

為起源の問題であり、国際社会として取り組みべき問題であることまでは認め

た。当時の英首相ブレアは、会議の成果を誇った。しかしその直後、上述のよ

うに気候変動レジームに対抗するかのようなアジア太平洋６カ国協定が発表さ

れたのである。法的義務の設定ではなく、科学技術の進歩によって気候変動問

題に対応していこうとするアメリカの方針が、この協定を契機に、EUの重視

する国連中心の多国間枠組みを揺り動かしていくかどうか。ポスト京都の気候

変動政治の重要な側面の一つである。

おわりに

　以上、本稿は気候変動問題に対する国際共同行動の編成を検討してきた。地

球温暖化による気候変動が国際社会の問題として共有されるには、国際科学研

究が地球規模で組織化される必要があった。また平行して形成されてきた国際

環境規範は、国際科学研究の成果を国際共同行動の編成に結びつける下地とな

った。UNFCCCと京都議定書を核として構成される気候変動レジームは、こ

うした科学研究と規範構築の二つの成果の帰結である。国連システムを環境行
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動へ向けて動かす触媒としてUNEPが進めてきた環境規範言説の戦略的な展開

は、科学研究を温暖化問題に向けて誘導する上でも、また気候変動行動の原則

を定立する上でも、国連総会補助機関という地位上の制限の意味を再考させる

ほどの成果を上げてきた。38の附属書Ⅰ国のうち23カ国を占める地域統合組織

EUは、気候変動行動成否の鍵を握るとさえいえる。EUが域内で進める気候変

動戦略は、EUが自らの自己充足的な制度に立脚しつつも、同時に国連システ

ムに埋め込まれているという、二面的な関係も示している。こうした三つの国

際制度が重層的に気候変動行動を編成しているのである。

　他方で、気候変動問題に内在している政治性にも注意を払う必要がある。気

候変動問題は、その対策上、分配問題に帰結する。それは旧宗主国・植民地関

係の現代的分配問題でもある。また温暖化メカニズムに関する科学知の脆弱性

を糊塗した黙示録的な気候変動像は、原子力産業にとってチャンスになり、石

油産業にとって覇権言説の暴力になる。さらに、持続可能な発展の概念のあい

まいさがある。それは一方で、本質的に対立した陣営をひとつのテーブルにつ

ける上で、重要な政治レトリックとしての役割を果たしてきた。が、他方で、

この概念に立脚したGHGs排出抑制策は、行政の直接規制を避け、利害当事者

の広範な参加と市場活用手段の積極的な利用という方向に結実していった。京

都メカニズムはその最たる例であり、EUの域内気候変動戦略はそのモデル的

実践例であろう。そこに見え隠れするのは、新自由主義的な経済哲学である。

炭素ビジネスの広範な展開の中で進められる市民参加は、国家の撤退の民主的

な正当化事由として格好の理屈になろう。

　本稿は、理論的仮説を提示し、その展開と批判を期待しうる実証研究を進め

たわけではない。本稿の研究は記述にとどまる。多くはたんに論点の提示に終

始しており、先行研究の吟味も不十分で、一部の研究だけを参照して検討した

箇所が少なくない。しかし、気候変動問題に対する国際共同行動の、いわばマ

ップのようなものを作っておく必要は否定できまい。現代国際社会の複合的な

様相の一端は、本稿が概括してきた気候変動行動の編成に現れているのであ

る。
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　多国間レジーム、国連システムの機構、そして地域統合組織が織りなす共同

行動の複雑な展開と、その基礎となる共有規範をめぐって生じる覇権・従属の

言説政治を概括しておくという作業は、たんに素朴な地球市民社会論の夢想性

を赤裸々にするというにとどまらない。国際法研究をベースとした国際機構論

に、リアリズム、リベラリズム、構成主義の対抗関係を読み込んでいくとい

う、いわば学際的な国際政治研究の展望をも準備するのである。地球ガバナン

スの研究のひとつのあり方として、多国間レジーム、国際機構そして地域統合

組織の複合的な関係を争点ごとに明らかにし、その争点の中で三制度それぞれ

を貫く共有規範がどう現れてきたかを把握していくと同時に、その基本規範の

共有過程に侵入してくる覇権・従属の政治関係を析出するという研究方向があ

りえるだろう。国際主体性をもつ機構の言説戦略は、そうした方向の研究にと

って、認識の第一次的照準となる。制度構築の基礎となる共有規範に覇権・従

属の言説関係が現れる様相、ここに、ガバナンスとポリティクスをつなぐ認識

の鍵があるように思われる。
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USUI, Yoichiro

　The paper explores international collective actions for climate change, 

which have been constructed since the late 1980s and, in the year 2005, led 

to the entering into force of the 1997 Kyoto protocol. The focus is placed on 

three types of international institutions: climate regime, the UNEP and the 

EU.

　First, the paper reviews major arguments about international institutions 

briefly from the viewpoints of realism, liberalism and constructivism on the 

side of international political studies, and from functional approaches on 

the side of international legal studies, with a view to seeking a way of good 

collaboration between international political and legal studies. Following 

this review, the paper points out different research concerns of regime 

and governance and then problematises governance studies for the lack of 

viewpoints of Realpolitik. What the paper suggests is a discourse approach 

based on constructivism. On this view, international institutions are 

regarded as arenas in which discursive interactions around science, policies 

and norms occur, and at the same time some organs of an international 

institution become political actors who carry out discursive strategies to 

establish normative orders against the preference of hegemonic states. 

A point is that these discursive interactions on arenas of international 

institutions may lead to play down, or even deny, other normative orders. In 

this way, the paper suggests the possibility that the formation of governance 
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system at international levels accompanies discursive orders of dominant 

and subjugated norms. In this sense, the study of this paper is to seek a way 

of bridging a gap between governance and Realpolitik.

　Second, the paper examines the political nature of climate change 

problems. The paper points out that scientific researches on climate change 

are still to some degree so uncertain that political decisions are required 

in order to establish climate change as an international agenda; collective 

actions for climate change cause conflict with other normative issues such 

as developing countries’sovereignty of exploiting natural resources and the 

free trade regime of the WTO; and climate change issues belong not to low 

politics of regulative policies, but rather to high politics in the sense that 

they influence distributive policies and nuclear power policies. Drawing on 

discourse approaches of Hajer and Dryzek, the paper proposes a research 

strategy based on the concepts of story-lines and discourse coalitions with 

a view to approaching discursive politics around norm-construction on 

international institutions. 

　Third, the paper takes an overview of three types of international 

institutions in order to compare them with one another. They are a regime

（the climate regime）, a UN international organisation（the UNEP）and a 

regional integration organisation（the EU）. The COP of the UNFCCC is the 

core on the basis of which the climate regime has been developed as a single 

institutional complex. This regime has produced several agreements such as 

the 1995 Berlin Mandate, the 1997 Kyoto Protocol and the 2001 Marrakech 

accord, the last one of which establishes the implementation rules of the 

Kyoto mechanisms. The annual COP has become the centre of climate 

discursive politics. The UNEP has played indispensable roles as a catalyst 

of environmental normative evolution, into the context of which the climate 

regime is embedded. This minor organ of UN General Assembly has carried 
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out strategic normative discourses and exercised soft power, by issuing 

several soft environmental instruments and establishing, together with the 

WMO, a science-policy interface: the IPPC. The climate change strategy 

of the EU is decisively crucial for the success of international climate 

actions, because the 23 member states of EU27 are Annex I countries, 

which are legally obliged to meet their own Kyoto targets. The EU as a 

regional integration organisation has established a self-contained governance 

system in which her own legal instruments are issued and monitoring 

and infringement procedures are set up and activated. The so-called 

Europeanisation of member states’legislature, execution and judiciary has 

highly proceeded in the process of European integration. However, political 

goals and policy frameworks for climate change are completely embedded 

into normative and institutional contexts that have been set up by the 

COP process. This is reflected in environmental diplomatic strategies of 

the EU respecting the UN system, and thereby the EU has become the 

countervailing power against the USA that rejects the climate regime. 

　In examining these three types of international institutions and thereby 

offering a map of international climate actions, the paper suggests that 

the construction of international collective actions is contingent on the 

establishment of shared norms and, in this sharing of norms, discursive 

politics has emerged, which may be said to lead to a discursive order 

of dominant/subjugated norms. In this way, governance studies can be 

conducted from the viewpoint of power politics. The study of this paper is a 

stepping-stone towards this research strategy.


